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　会社法833条1項では、「株式会社が業務
の執行において著しく困難な状況に至り、当
該株式会社に回復することができない損害が
生じ、または生ずるおそれがあるとき」（同項
1号）に該当する場合で、「やむを得ない事
由があるとき」は、同項所定の株式を有する
株主は株式会社の解散を請求することができ
る旨が規定されている。本件は、不動産管理
会社である被告会社の発行株式を50％保有
するとともに代表取締役としての権利義務を
有する原告株主が会社法833条1項に基づ
き被告会社の解散を請求した事件だ。
　本件の発端は、原告株主とともに被告会社
の代表取締役としての権利義務を有する代表

者A（原告株主の妹である）と原告株主との
間の不和・対立によるもの（被告会社の役員
は原告株主と代表者Aの2名のみ）。
　被告会社の解散を請求する裁判のなかで原
告株主は、株主総会や取締役会を開催して被
告会社の意思決定をすることができないなど
の状況にあるため、被告会社の解散以外の方
法によりこのような状況を打開することはで
きないなどと主張。これに対し被告会社は、
原告株主と代表者Aとの不和・対立はあるも
のの、現在も事業継続が可能である点などを
指摘したうえで、被告会社を解散することに
ついてやむを得ない事由があるとは認められ
ないなどと主張した。

やむを得ない事由などの解釈を示す
　裁判所は、まず、会社法833条1項が規
定する「株式会社が業務の執行において著し
く困難な状況」について、例えば株主や取締

役が等分に対立していて相互の対立、不信が
極めて強く取締役の改選等を行ってみても停
滞を打破することができないような場合や、
そもそも株主総会を開催して取締役の改選決

　原告株主が被告会社に対し、会社法833条1項に基づき被告会社の解散を請求していた事
件で、原告株主による解散請求を認める判決が下された（東京地裁平成28年2月1日）。
　裁判所は、原告株主と被告会社の代表取締役（両者はそれぞれ発行済株式の50％を実質保
有しているほか、代表取締役の権利義務者である）との間の不和・対立を解消することが極
めて困難なこと、取締役の改選や総会開催が困難なこと、会社の運営に必要な意思決定がで
きない状況であることなどを踏まえると、解散以外の方法により状況を打開することはでき
ないと判断。会社法833条1項に基づく被告会社の解散判決を下した。

会社を解散することについてやむを得ない事由があるか否か

裁判所、会社解散以外の方法により状況を打開することはできず

親族間の対立・不和が訴訟に発展

役員・株主間の対立解消は困難、
株主による会社解散請求を容認
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議をすることが困難な場合をいうと解釈。
　また、同項が規定する「やむを得ない事由
があるとき」については、株主間の不和等を
原因として会社の正常な運営に必要な意思決
定ができないために、業務の継続が不可能と
なり、会社の存続自体が無意味となるほどに
達しているときに、会社維持の観点から解散
をしないで別の公正かつ相当な方法でその状
況を打開することができない場合をいうと解
釈した。
一方による株式譲渡での解散回避も不可能
　そして、本件について裁判所は、①原告株
主と代表者Aは互いに相手方を非難し、相当
根強い不信感を持ち、不和・対立の状況に
あってこれを解消することは極めて困難であ
ること、②被告会社の株式は実質的に原告株
主と代表者Aが2分の1ずつ保有しているの
と同様の状態にあり、取締役の改選等や株主
総会を開催することが困難な状況にあるこ
と、③被告会社の取締役は代表取締役の権利
義務者である原告株主および代表者Aのみで

あり、会社の正常な運営に必要な意思決定が
できない状況にあることなどを認定。
　この点を踏まえ裁判所は、被告会社の業務
の継続が不可能となり、会社の存続自体が無
意味となるほどに達していると言わざるを得
ないこと、原告株主と代表者Aとの間で被告
会社の株式を一方に譲渡することにより解散
を回避することも不可能となっていることか
らすれば、解散以外の方法により状況を打開
することはできないと判断した。
　また、正常な運営に必要な意思決定ができ
ない状況にある被告会社において、このまま
では物件の適切な維持管理等が行われず、い
ずれ家賃収入を得ることすら難しくなること
が想定されるなどと指摘。
　そのうえで、被告会社については業務の執
行において著しく困難な状況に至り、被告会
社に回復することができない損害が生ずる恐
れがあり、被告会社を解散するにつきやむを
得ない事由があると認められるとしたうえ
で、被告会社の解散判決を下した。
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要件をすべて
満たし、
適用可能

要件②を満たして
いないので、適用不可
（前年度より総額⬇）

要件をすべて
満たし、
適用可能
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＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
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▲ 500資本金等（100）
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【図2】課税当局が主張した算定方法（裁判所支持）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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益課税として、約29万
ユーロを申告納付。

（出典：政府税制調査会）

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【図】所得拡大促進税制の概要

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】事案の概要および裁判所の判断内容

【図】事案の概要および裁判所の判断内容

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図】中小事業者が固定資産税の軽減措置を受ける場合

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

■太線は、更正の請求ができる年分
■網掛は、増額更正ができる年分
■白抜は、増額更正ができない年分
■点線は、更正の申出ができる年分

R社※ J社

①フランス国内の
不動産等を譲渡

②売却代金
　（約120万ユーロ）

※　R社は、パナマ国の法律に基づき設立された法人であり、納税者が唯一の株主である。R社の代表者には、納税者の長女が就任している。
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【図1】納税者が主張した算定方法
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納税者（原告）が個人で
所有する事業用土地を
売却。買換特例の適用
を顧問税理士（被告）に
依頼。

納税者（原告）は、新たな顧
問税理士の指導のもと、修
正申告書を提出。過少申告
加算税63万円、延滞税27
万円が発生。

納税者（原告）は、取得
期限までに買換資産を
取得せず。

→修正申告が必要に

顧問税理士
（被告）が修
正申告書の
提出を失念。

公益法人

A社株

B社株

A社株

納税者
（相続人）

税務署

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

相続人（原告）

　国税通則法23条2項1号は、「その申告(中略)に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実」
について、申告者その他の関係者がこれと異なる事実である旨を確認したり、合意をしてその内容がその申告
に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実をもたらすことになったりした場合に、
それだけでは更正の請求をすることはできないが、判決等によりその申告に係る課税標準等または税額等の計
算の基礎となった事実と異なる事実が確定され、判決等に基づく法律関係が構築され、経済、社会生活上も
当該法律関係を前提とすることになる場合には、同項に基づく更正の請求をすることができる旨を定めている。
　同号の文言および趣旨に鑑みれば、「判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確
定したとき」とは、その申告に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とす
る法律関係が判決の主文で確定されたときまたはこれと同視できるような場合をいうものと解するのが相当である。
（下線・編集部）

東京高裁が示した法令解釈（「判決」該当性の判断基準）

国が設定した貸付料は適正
額を大幅に上回るもの。適正額と
の差額の返還を求める訴訟を提起。
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貸付金の振替は貸付金の免除
に該当。債務免除は、医療法人
から理事長への「賞与」と認定。
源泉所得税の賦課決定処分等。

顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

地方税法701条の30（事業所税）
　指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものと
する。
地方税法701条の32（事業所税の納税義務者等）
　事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、
当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
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【図2】納税者（原告会社）が修正申告するまでの主な経緯
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よう指示。
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【要件①】給与等支給額の総額：基準事業年度から、年度によって
             ２％～５％の増加
【要件②】給与等支給額の総額：前の事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額：前の事業年度を上回る
　　　　　 ※平成 26年 4月1日以降適用予定の緩和後の要件で説明
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貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
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加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）
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源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供
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国税不服審判所

❶

❷

貸主

調査対象者
A
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子
B

原告株主
（株式50％保有）

代表取締役A
（株式50％実質保有）

店舗

敷地

関係会社

粉飾決算を見抜くことができ
なかった点に過失があったな
どと主張し、未回収の売掛金約2億2,600万円の損害賠償を請求。

❸

遺言の無効確認訴訟を他の相続人（長女）
から提起されているため、相続人全員の同
意を得ることは不可能。同意がなくてもe
市土地に特例の適用を認めるべき。
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日本人
（日本居住者）
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報告

報告
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A国人
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B国人
（B国居住者）

日本

国内

国内

海外

海外

日本

A国

A国

B国

B国

C国

A

B

口座保有者の名前、納
税者番号、口座残高、
利子・配当等の年間受
取総額等を報告

❶「非居住者」（個人・法人等）の
口座を居住地国ごとに選別

C国の金融機関

B国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

❻①の支払手数料
を給与認定した
⑤の課税処分の
取消しを求め審
査請求。

❼ 課税処分を
全部取消し

❺③の給与認定を踏まえ所
得税・加算税の課税処分。

代表取締役Aとの間の不和・対立により、株主総会や
取締役会を開催して被告会社の意思決定をすること
ができないなどと主張し、被告会社の解散を請求。

❷
譲り受けた価額は時価（4億9,380
万円）と比べ著しく低額。滞納国税に
つき第二次納税義務の納付告知。

・被相続人は「e市土地」
と「f市土地」を所有
（一部共有）

　①原告株主と代表者Aは互いに相手方を非難し、相当根強い不信感を持ち、不和・対立の状
況にあってこれを解消することは極めて困難であること、②被告会社の株式は実質的に原告株
主と代表者Aが2分の1ずつ保有しているのと同様の状態にあり、取締役の改選等や株主総会
を開催することが困難な状況にあること、③被告会社の取締役は代表取締役の権利義務者で
ある原告株主および代表者Aのみであり、会社の正常な運営に必要な意思決定ができない状
況にあることなどを踏まえれば、解散以外の方法により状況を打開することはできない。

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
で未分割

 遺言
e市土地の相続分の全部
を請求人に相続させる。
（編集部注）本件遺言にf市土
地に関する言及はない。

裁判所

被告会社
（資産管理会社）

破産会社

国税不服
審判所

（原告）

海外法人 海外不動産

原告法人滞納法人

→被告会社の解散を命じる

①中小事業者等は、経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入
手します。

②経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書とその写し（コピー）とともに、工業会等による証明書（原本）
を添付して、主務大臣に計画申請します。
③主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付します。
④納税時には、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添
付書類の写しをそれぞれ自治体に提出します。

裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）

　株式買取請求に係る株式の買取りは株式交換の効力発生日にその効力が生じ、株式買取請
求を行った株主が完全親会社の株主となることはない。株式交換の効力発生日後に株式買取
請求が撤回された場合には、完全子会社には原状回復義務として完全子会社の株式を返還す
る義務が生ずるが、完全親会社が完全子会社の株式を取得していることから、その義務は履行
不能となり、結局、その義務を負っていた完全子会社は、株式買取請求に係る株式の代金相当
額の金銭を返還する義務を負うことになる。裁判所

→被告子会社に対し買取請求に係る株式の価格相当額の支払いを命じる
　　（原告株主が求めた株式の引渡しに関する主張は斥ける）

国税局

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❶
分譲マンション25戸を
2億8,120万円で一括
譲渡。

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

（設備メーカーを通じて入手）

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

（出典：中小企業庁）

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

調査対象者
A

同族関係者A

子
B

国内

国内

海外

海外

海外法人 海外不動産

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

※　国外財産調書制度導入前の現物出資に関する追徴課税であるため、過少加算税の加重措置の適用はない。

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

税務署

中国税務当局

被告子会社

親会社

台湾法人

香港法人
（台湾法人が間接支配）

❷
株式交換に反対し、所有する被告子会
社株式の買取りを被告子会社に対し
請求。

❹
株式買取請求を撤回。主位的請求とし
て親会社株式の引渡し、予備的請求と
して被告子会社の株主の地位確認また
は株価相当額の金銭の支払いを請求。

被告子会社を完全子
会社とする株式交換
を行うことを公表。

❸
株式交換の効力発生
により、被告子会社
の株式1株に対して
親会社の株式0.34
株を割当交付。 原告株主

❸

❺

❹

貸主

主務大臣

中小事業者等工業会 自治体

店舗

敷地

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）

賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

税務署

国税不服審判所

❶

❷

①証明書入手

②計画申請 ③計画認定

④固定資産税特例申請・納税

計画
申請書

計画
申請書
（写し）

工業会
証明書

計画
認定書
（写し）

納税
書類

計画
申請書
（写し）

工業会
証明書
（写し）

工業会
証明書

計画
認定書
印

計画
申請書
（写し）
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